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老齢年金減額と憲法 25条・29 条

事実の概要

　国民年金法上の老齢基礎年金及び厚生年金保険
法上の老齢厚生年金に関して、昭和 48 年以降は
物価スライド制が採用されていたところ、平成
12 年度以降は物価下落にもかかわらず特例法に
より物価スライド制による本来水準より高い特例
水準の年金額が支給されていた。平成 16 年改正
法により、保険料水準を将来的に固定した上で、
給付水準の持続可能性を維持するために調整期間
には物価・賃金の変動に基づく改定率・再評価率
に調整率（被保険者総数変動率及び平均余命伸び率
を勘案して決定される）を乗じて年金額を改定す
るマクロ経済スライド制が導入された。ただし、
物価上昇により本来水準が特例水準を超えるまで
は特例水準の支給を継続し、マクロ経済スライド
を適用しない措置がとられた。その後も、物価下
落があり、平成 23 年には特例水準が本来水準を
2.5％上回る状況となっていた。そこで、平成 24
年改正法により特例水準が3年間で段階的に解消
されることとなり（平成 25 年度及び平成 26 年度に
1.0％、平成 27 年度に 0.5％の減額）、平成 25 年度
に減額改定が行われた。そのため、老齢年金の受
給権者である原告らは、平成 24 年改正法は憲法
25 条、憲法 29 条等に違反するなどと主張して、
減額改定処分の取消を求めた。

判決の要旨

　平成24年改正法は「特例水準を3年度にわたっ
て段階的に解消するものであるところ、特例水準
は、それが生じた経緯に照らし、当初から、将来
的に解消されることが予定されていたものといえ
る。このような特例水準による年金額の給付を維
持することは、賦課方式（現在の年金受給権者に
対して支給される年金給付の財源を、主に現役世
代が負担する保険料によって賄う方式）を基本と
する制度の下で現役世代に本来の負担を超える負
担を強いることとなり、また、現役世代が年金の
給付を受けるようになった際の財源を圧迫するこ
とにもつながる」。「そして、平成 24 年改正法の
制定時には、今後、我が国の少子高齢化の進展に
伴い、現役世代の保険料や税の負担能力が更に減
少する一方で、支給すべき老齢年金の総額が更に
増加することが合理的に予測されていた」。
　「これらの点に加え、特例水準の解消が、我が
国における少子高齢化の進展が見込まれる中で、
世代間の公平に配慮しながら前記の財政の均衡を
図りつつ年金制度を存続させていくための制度と
して合理性を有するものとして構築されたマクロ
経済スライド制の適用の実現につながるものであ
ることをも踏まえれば、特例水準によって給付の
一時的な増額を受けた者について一律に特例水準
を解消することは、賦課方式を基本とする我が国
の年金制度における世代間の公平を図り、年金制
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度に対する信頼の低下を防止し、また、年金の財
政的基盤の悪化を防ぎ、もって年金制度の持続可
能性を確保するとの観点から不合理なものとはい
えない」。
　「以上によれば、立法府において上記のような
措置をとったことが、著しく合理性を欠き、明ら
かに裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したも
のであるということはできず、年金受給権に対す
る不合理な制約であるともいえない。したがって、
本件部分は憲法 25 条、29 条に違反するものとは
いえない」。

判例の解説

　一　最高裁判決の判断枠組
　本判決は、特例水準の解消に係る老齢年金の減
額改定（以下、「本件改定」）の合憲性に関して全
国各地で裁判が行われている中での最高裁判決と
して重要なものである。しかし、下級審判決の殆
どは憲法 25 条論と憲法 29 条論を踏まえた上で
合憲性を論じているのに対して、本判決は、両条
項の規範内容に踏み込むことなく、平成 24 年改
正法の合理性を認めている。末尾で、以上の結論
は堀木訴訟判決（最大判昭 57・7・7民集 36 巻 7号
1235 頁）、国有農地売払特措法判決（最大判昭 53・7・
12 民集 32 巻 5 号 946 頁）、証取法 164 条判決（最
大判平 14・2・13 民集 56 巻 2 号 331 頁）の「趣旨
に徴して明らかである」としているが、各判決が
判決の論証にどのように反映されているのかも明
らかではない。
　「財産権と生存権はともに国家によって内容形
成される権利」であり、特に年金受給権は保険料
負担による給付という側面と国庫負担に支えられ
た生活保障という側面を有するものとして「財産
権保障と生存権保障の交錯」が観念できる１）。そ
の一方で、憲法 25 条は「持たざる者の権利」を
保障し、憲法 29 条は「持てる者の権利」を保障
しているという基本的性格の相違があることも軽
視できない。これに対して、本判決が、憲法 25
条と憲法29条の交錯と相違を整理することなく、
年金減額が両条項との関係でどのように位置づけ
られるかを論じることもなく、平成 24 年改正法
は「憲法 25 条、29 条に違反するものとはいえな
い」と結論づけていることは、憲法上の権利保障

という裁判所の役割からみて疑問がある。

　二　憲法 25 条と年金受給権
　憲法 25 条と年金受給権との関係に関して、本
判決は何ら明示していないが、原審（大阪高判令 4・
3・16（LEX/DB25592350））は、国民年金制度は「最
低限度の生活を保障するために具体的に制度化さ
れたものであるということはできない」として、
その憲法上の権利性の弱さを指摘している。
　この点、憲法 25 条 1項・2項分離論に立てば、
1項の「『最低限度』の生活の保障」には「値切
れない “ 緊急的生存権 ”」を保障する強い規範性
が認められることになるが２）、その場合、「生活
保護法が最低生活水準を保障していれば、他の法
令については憲法 25 条 1 項違反が生じる余地は
ない」とされうる３）。これに対して、現代の代表
的学説は、憲法 25 条は「法的統制の密度に濃淡・
段階を持ちながら、重層的な規律構造を有する」
ものとしているが４）、その場合にも年金受給権に
関する憲法 25 条の統制密度が問題になる。そこ
で焦点になるのは、本件改定により「健康で文化
的な最低限度の生活を受ける権利」が侵害された、
といえるか否かである。2022 年の国民生活基礎
調査によれば高齢者世帯の 44.0％は公的年金の
みを収入としていることからすれば、「別に生活
保護制度があるからよい、という割り切り方をす
べきではない」とも思われる５）。しかし、社会保
険としての公的年金は保険料未納の場合には無年
金あるいは低年金になることが制度上前提とされ
ており、逆に、保険料を納付すれば資産・収入に
余裕があっても受給権を得られることからすれば
――立法論としては税方式による最低保障年金を
創設することが望ましいと考えるが――現行の老
齢年金制度が「最低限度の生活を受ける権利」を
直接に保障する制度であると解することは困難で
ある６）。
　上記と関連して、本件改定に関しては「一旦具
体化された給付とその水準を正当な理由なく廃
止・後退させる場合、その措置は端的に 1項違反
となる」とする「制度後退禁止原則」が問題とな
る７）。これに関しても本判決の多数意見は何ら言
及していないが、原審は本件改定のような「後退
的措置」の検討に際しては受給権者の期待利益な
どの「公的年金制度の特質も念頭に置くべき」で
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あるとしている。ただし、制度後退禁止原則に関
して、それが一般的に社会保障上の諸施策の後退
に対して密度の高い審査を求めるものと理解した
場合には（尾島補足意見は上告理由をそのように解
した上で「成熟した法理ないし基準であるとはいい
難い」と論じている）、制度後退も制度向上と同様
に「立法府の裁量的判断にゆだねられる」のであ
り、制度後退自体に合理性を求めるのは「筋違い」
との批判が向けられる８）。これに対して、同原則
は憲法 25 条 1 項及び生活保護法の下で政治部門
自身が「最低限度の生活」として設定した保護水
準を切り下げることに相当の正当化を求めるもの
であると解すれば、それは「民主的多数派」が「切
り捨てやすい少数者への給付をカット」する立法
過程の歪みを是正するものであり正当化可能であ
ると思われるが９）、その場合には本件改定が「最
低限度の生活」の侵害といえるか否かという上記
の問題に回帰することになる。
　その意味で、本判決が、違憲審査の枠組として
堀木訴訟判決を参照した上で「著しく合理性を欠
き、明らかに裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫
用したものである」か否かを基準にしたことは想
定内であったといえるが、憲法 25 条に関しては
別に判断形成過程を問題にすることもできたはず
であり、その点に関しては四で検討する。

　三　憲法 29 条と年金受給権
　憲法 29 条と年金受給権の関係に関して、他の
下級審判決と同様に原審は平成24年改正法が「憲
法 29 条 1 項により保障される財産権である年金
受給権を一定程度制約するものである」としてい
るが、本判決は「財産権制限」の存否に関して論
じていない。これは近時の最高裁が「財産権制限」
という論理構成を採用せずに「客観法的審査に舵」
を切っている 10）ことのあらわれとして説明でき
るかもしれないが、本判決が本件改定を「減額」
ではなく「給付の一時的な増額」の「解消」と表
現していることは重要であり、端的に「財産権制
限」は生じていないとみていると考える余地もあ
る。
　憲法学説では給付決定を受けた社会保障受給権
は憲法 29 条 1 項の保障する財産権に含まれると
解されており 11）、特に年金受給権は拠出と給付
の牽連関係があるため「古典的に観念される財産

的価値を有する法的利益に近い性質」を有してい
るといえる 12）。しかし、公的年金の受給権は物
価変動に応じた改定を通じて給付の実質的価値を
保障するものであると考えれば、物価下落による
減額は「制度内在的に組み込まれたルール」であ
り、年金受給権の実質的価値を毀損するものでは
ないとも思われる。特に「特例水準」は「まさに
特例的な仕組み」として実質的価値を上回る支給
を行うものであったとすれば 13）、その部分の削
減は「財産権制限」ではないとの評価もありえよ
う（ただし、マクロ経済スライド制度は年金額が「通
常の賃金・物価スライドよりも低く改定されるとい
う制約」を含むものである 14））。
　次に、違憲審査の枠組として、下級審判決は、
(1)国有農地売払特措法判決に準拠するものと、(2)
証取法 164 条判決に準拠するものに分かれてい
るが、本判決は両者を並列的に引用している。こ
の点、財産権の事後的制約が問題とされた (1) の
方が「審査密度を高めやすい」として本件は当該
類型に該当するとの見解と 15）、公的年金に関し
ては「事後的な内容変更」に適用される (1) とは
異なる面があるとの見解があるが 16）、(1) におい
ても既得権の事後的変更という事情は総合衡量の
一要素とされているに過ぎず (1)(2) の区別は相対
的であるとの指摘もある 17）。仮に (1) に準拠した
場合には、①財産権の性質、②内容を変更する程
度、③変更によって保護される公益の性質、を検
討する必要があるが、本判決は、特例水準は「将
来的に解消されることが予定されていた」こと
（①）、及び、本件改定は「現役世代に本来の負担
を超える負担を強いること」を回避するためのも
のであること（③）、などを論じて、上記の判断
枠組に最低限の対応をしているようにも思われ
る。また、②に関する論及がないことは本件改定
が「一時的な増加」の「解消」に過ぎないとの評
価を前提にしているとも考えられるが、「本件の
程度を超える減額では異なった衡量」がありえよ
う 18）。

　四　平成 24 年改正法の合理性判断――判断
　　　過程審査あるいは考慮要素審査
　近年では、憲法 25 条に関連して「立法府がそ
の裁量権を適切に行使したか――真摯な努力をし
たか――をチェックする手法」である「判断過程
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審査」が「生存権の具体化立法の合憲性審査など
にも適用可能である」と論じられている 19）。また、
憲法 29 条に関しても、制度形成の統制に関して
「憲法上の要請である義務的考慮事項と考慮禁止
事項を特定し、それらに焦点を絞った議論」が必
要であると論じられている 20）。この点、下級審
判決では判断過程審査に関する立場は分かれてい
るが 21）、本判決は、①特例水準は当初から将来
的な解消が予定されていたこと、②現役世代の負
担軽減あるいは将来にわたる年金財源の確保のた
めに必要であること、のみを指摘して本件改定の
合理性を支持しており、立法府における判断形成
過程の適切さや、受給者の生活保障あるいは期待
利益が適切に考慮されているかに関して詳細な検
討を行っていないことが問題視されうる。
　ただし、行政過程の場合と比べて立法過程は広
く複雑な「政治」に関わるものであることからす
れば、「立法判断のどの『過程』をいかなる観点
から審査するか」が今後の課題となる 22）。実際に、
平成 24 年法改正に関しては「高齢者の基礎的生
活保障に対する配慮が十分考慮されたかどうか、
疑問がある」との評価がある一方で 23）、政治過
程を通じて年金受給者の利益――それは生活保護
の場合とは異なり政治的少数派の権利とはいえな
い――が軽視されてきたとはいえず、逆に、政府
は「年金受給者の生活に過剰ともいえるほどの配
慮措置を講じてきた」との評価もある 24）。さらに、
判断過程統制論は「立法府が、妥協・交渉・取引
を不可欠な要素とする『政治』の場である」25）と
いう限界を踏まえた上での議論でなければならな
いとすれば、平成 24年改正法を含む「社会保障
と税の一体改革」が、「何年もかかって各党が議論
を重ね、たどり着いた社会保障改革」として 26）、「ね
じれ国会」の中での与野党合意により制定された
ことの重みも意識される必要があろう。
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